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○荒川区立在宅高齢者通所サービスセンター条例施行規則 

平成元年２月15日 

規則第６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、荒川区立在宅高齢者通所サービスセンター条例（昭和63年荒川区条

例第25号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（指定管理者の指定の申請） 

第２条 条例第５条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。 

(1) 指定管理者の指定を受けようとする荒川区立在宅高齢者通所サービスセンター（以

下「サービスセンター」という。）の指定予定期間に属する各年度の管理に係る事業計

画書及び収支予算書 

(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、これらに相当

する書類） 

(3) 役員名簿その他団体の概要が分かる書類 

(4) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度の財産目録、貸借対照表、収支決算書

及び事業報告書（ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、

設立時における財産目録） 

(5) 指定申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書 

(6) 当該団体の活動実績書 

(7) その他区長が必要と認めるもの 

（事業報告書） 

第３条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第７項の規定により指定管理者は、

区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業

報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第

244条の２第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算

して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況 

(2) 管理に係る経費の収支状況 

(3) 前２号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの 

（一部改正〔令和５年規則38号〕） 

（提供するサービス） 
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第４条 条例第３条の規定により各サービスセンターが提供するサービスは、別表のとおり

とする。 

２ 条例第３条第６号に掲げるサービスの内容は、介護保険法（平成９年法律第123号。以

下「法」という。）に定める要介護者又は要支援者に該当しないと判定された者で介護状

態への予防が必要と認められるものに対して行う生きがい、趣味活動、日常動作訓練等の

サービス（以下「生きがい活動支援通所サービス」という。）その他のサービスとする。 

（利用の申請等） 

第５条 条例第３条第５号に掲げるサービスを利用しようとする者は、口頭又は書面で申請

を行うことができる。 

２ 条例第３条第６号に掲げるサービスを利用しようとする者は、荒川区立在宅高齢者通所

サービスセンター利用申請書（別記第１号様式）を区長に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

（利用の承認） 

第６条 区長は、前条第１項の申請に対する承認は、荒川区立在宅高齢者通所サービスセン

ター利用受付簿（別記第２号様式）へ必要な事項への記載をもって行うものとする。 

２ 区長は、前条第２項の規定による利用の申請を承認したときは、荒川区立在宅高齢者通

所サービスセンター利用承認書（別記第３号様式。以下「承認書」という。）を交付し、

利用の申請を承認しないときは、その理由を付して荒川区立在宅高齢者通所サービスセン

ター利用不承認書（別記第４号様式）を交付するものとする。 

（承認書の提出） 

第７条 前条の規定により承認書の交付を受けた者（以下「利用者」という。）は、サービ

スセンターの利用に際し、当該承認書又は登録証を係員に提示しなければならない。 

（原材料費等） 

第８条 条例第13条第２項の規定により指定管理者が徴収できる原材料費等は、次のとお

りとする。 

(1) 条例第３条第１号から第４号までに掲げるサービスの利用者 食事の提供に要する

費用その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、実費に相当す

る額 

(2) 条例第３条第５号に掲げるサービスの利用者 教材の提供に要する実費に相当する

額 

(3) 生きがい活動支援通所サービス 提供を受けるサービスの内容に応じ、次に掲げる
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額を合算した額 

ア 基本額 １回につき470円 

イ 食事の提供に要する費用 １食につき実費に相当する額 

ウ 入浴料 １回につき 40円 

エ 送迎料 片道 50円 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定

により保護を受けている者が生きがい活動支援通所サービス（食事の提供に要する費用を

除く。）の提供を受ける場合は、費用を徴収しないものとする。 

（利用承認事項の変更等） 

第９条 利用者は、利用の承認を受けた事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、

荒川区立在宅高齢者通所サービスセンター利用承認事項変更・取消申請書（別記第５号様

式）を区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、荒川区立在宅高齢者通所サービスセ

ンター利用承認事項変更・取消承認書（別記第６号様式。以下「変更等承認書」という。）

を交付するものとする。 

３ 変更等承認書は、サービスセンターの利用に際し、係員に提示しなければならない。 

（利用料金の減額） 

第10条 条例第13条第４項の規定により利用料金を減額することができる場合は、別に定

める生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証（他の市区町村長が交付する同種の確認

証を含む。以下「確認証」という。）の交付を受けた者が指定居宅サービス等の人員、設

備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）第２条第５号に規定する法定代理

受領サービスに該当する通所介護のサービスの提供を受けた場合とし、減額することがで

きる額は、条例第13条第１項に規定する利用料金の額から当該利用料金の額の100分の90

に相当する額を控除して得た額に確認証に記載された軽減割合を乗じて得た額とする。 

２ 条例第13条第４項の規定により利用料金の減額を受けようとするときは、確認証を提

示しなければならない。 

（利用承認の取消し等） 

第11条 区長は、条例第14条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を停止すると

きは、荒川区立在宅高齢者通所サービスセンター利用承認取消・停止通知書（別記第７号

様式）を交付するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。 

（利用者の義務） 
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第12条 利用者は、サービスセンターの利用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、

係員の指示に従わなければならない。 

（入館の制限） 

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、サービスセンターへの入場を

断り、又は退場させることができる。 

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者 

(2) 飲酒又は薬物の影響等のある者 

(3) サービスセンター内において、許可なく物品の販売その他の営業行為をすると認め

られる者 

(4) 前３号のほか、管理上支障があると認められる者 

（委任） 

第14条 条例及びこの規則に定めるもののほか、サービスセンターの管理及び運営につい

て必要な事項は、区長が定める。 

附 則 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。ただし、利用の申請その他利用のために必

要な準備行為に係る規定については、平成元年３月１日から施行する。 

附 則（平成４年３月31日規則第９号） 

１ この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の関係規則の様式による用紙で、現に残存

するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成４年12月11日規則第36号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成７年３月31日規則第12号） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年12月１日規則第48号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年５月１日規則第49号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成10年４月１日規則第39号） 

この規則は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年３月31日規則第35号） 
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この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年９月20日規則第59号） 

この規則中第１条の規定は平成17年10月１日から、第２条の規定は平成18年４月１日か

ら施行する。 

附 則（平成18年３月28日規則第27号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年10月18日規則第78号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年11月28日規則第47号） 

この規則は、平成26年12月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月31日規則第22号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月30日規則第11号） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この

規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。 

附 則（令和元年７月９日規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年３月31日規則第10号） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この

規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。 

附 則（令和４年３月31日規則第16号） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この

規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。 

附 則（令和５年４月１日規則第38号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年３月25日規則第22号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月24日規則第15号） 
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この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

（一部改正〔平成26年規則47号・27年22号・28年11号・令和元年８号・２年10

号・４年16号・６年22号・７年15号〕） 

名称 提供するサービス 

荒川区立南千住中部在宅高齢者

通所サービスセンター 

条例第3条第1号及び第4号から第6号までに掲げるサービス 

荒川区立荒川東部在宅高齢者通

所サービスセンター 

条例第3条第1号及び第4号から第6号までに掲げるサービス 

荒川区立花の木ハイム荒川在宅

高齢者通所サービスセンター 

条例第3条第1号及び第4号から第6号までに掲げるサービス 

荒川区立東日暮里在宅高齢者通

所サービスセンター 

条例第3条第1号から第6号までに掲げるサービス 
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別記第１号様式（第５条関係） 

（全部改正〔令和４年規則16号〕） 

別記第２号様式（第６条関係） 

別記第３号様式（第６条関係） 

（全部改正〔令和４年規則16号〕） 

別記第４号様式（第６条関係） 

（全部改正〔令和４年規則16号〕） 

別記第５号様式（第９条関係） 

（一部改正〔平成28年規則11号〕） 

別記第６号様式（第９条関係） 

（一部改正〔平成28年規則11号〕） 

別記第７号様式（第11条関係） 

（全部改正〔平成28年規則11号〕） 

 


